
 

 
 

新潟県中越地震における建物被害認定調査の現状と課題 
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   Building damage assessments for issuing victim certificate have significant roles for disaster victims in Japan, 
because the victim certificate issued by the local government based on the extent of each victim’s housing damage 
grade was required to receive most of the individual assistance measures. This paper summarizes the process of  
building damage assessments conducted in the Niigata-ken Chuetsu earthquake, and identifies issues and propose the 
direction to solve basical issues of Building Damage Assessment on system.  
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１．はじめに 
 
 災害による被災者の生活再建を促進させるためさまざ

まな支援策がとられる。たとえば公的支援として，税の

減免や徴収猶予，各種手数料・使用料の減免，災害見舞

金や災害援護資金の支給，公的融資（住宅融資，商工融

資等），公立学校の学費の免除等がある。また平成10年

11月に「被災者生活再建支援法」が施行され，自立して

生活を再建することが困難な被災者に対し，生活再建支

援金が支給されることとなった。これらの公的支援は被

災者の住宅の被害程度に応じて行われ，住宅の被害を公

的に証明するり災証明書(市町村長が発行)のり災程度が

その根拠として用いられている場合が多い。 

 さらに公的支援のみならず，義捐金の配分，私立学校

の学費免除，就業先からの各種給付，保険会社からの保

険金支払いなど，民間の各種支援策を受けるためにも，

被災者の被害を公的に証明したり災証明書の提出が求め

られる。このように，被災者に対する様々な支援策の支

援内容を左右するり災証明書は，被災者の生活再建と密

接に関連している。ところが，り災証明書発行のための

り災程度の認定基準を制度的に定めたものはなく，認定

のための具体的な調査方法や判定方法などは明確に示さ

れていない。 

一方，国における災害の被害認定基準は，関係各省庁

の通達等で定めていたが，各省庁により判断基準に差が

あり行政上の混乱が生じていたことから，昭和43年6月，

内閣総理大臣官房審議室長通知により統一基準が示され

た。しかしその後の建築技術の進歩による住宅構造や仕

様の変化等から，本通知の内容が実情に合わなくなった

ため，平成13年6月に内閣府より，災害の被害認定基準を

改める通知が出され，さらに住家の被害認定にかかわる

標準的な調査方法および判定方法が示した災害に係わる

住家の被害認定基準運用指針(以下内閣府指針)が出され

た。 

現在，内閣府指針は自治体が住宅を対象としたり災証

明書を発行するための被害調査の基準として活用されて

いるが，先に述べたとおり本指針を用いることが法的根

拠を持つ制度として位置づけられているわけではない。

このためり災証明書に記載されるり災程度は，被災者の

自己申告を参考にして認定される場合もあれば，自治体

が調査を行い認定する場合もあるなど，自治体間におい

て差異が見られる。さらに内閣府指針を用いた建物被害

認定調査は，固定資産を評価する知識を持たない職員が

応援活動に当たることもあり,このような職員が調査に当

たる場合には，事前に十分な知識を習得し実践的訓練を

つんでおかなければ，調査の迅速性・公平性・的確性を

満足させることは困難である。1）

 筆者らは阪神・淡路大震災以降，建物被害認定調査に

関するこれら課題の抽出と解決策の検討を行ってきたが
1）2）3），本研究では阪神・淡路大震災以後はじめて，約

10万棟の建物に対する被害認定調査が行われた新潟県中

越地震において，建物被害認定に関する課題の解決状況

と新たに生じた問題点などを把握し，被災者の生活再建

支援の基準となる建物被害認定調査のあり方を検討する

ものである。 
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２．研究の方法 

 
平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震では，約

10万棟の建物の被害認定調査が行われ，その結果に基づ

き被災者にり災証明書が発行された。筆者らは地震発生

の2日後から新潟県小千谷市において災害対応業務プロセ

スを把握するためのエスノグラフィー調査を行った。そ

のうち特に建物の被害認定調査について，筆者らがこれ

まで実施してきた研究成果を用いた業務支援活動を行い，

建物被害認定調査に関わる災害対応過程を観察するとと

もに，災害対応に関わる関係者等に対するヒアリング調

査を実施した。小千谷市では，建物被害認定調査とり災

証明書の発行は税務課が担当し，仮設住宅建設・被災者

生活再建支援・住宅応急修理支援制度等の支援策を建設

課ならびに都市開発課が担当した。また建物被害認定調

査と関わりの深い応急危険度判定調査は建設課が担当し

た(図1)。その研究方法は以下に示すとおりである。 

①建物被害認定調査と罹災証明書発行を担当した小千谷

市税務課，応急仮設住宅建設と被災者生活再建支援を担

当した都市開発課において，研究者らが平成 16 年 10 月

25 日から 12 月 28 日までの 65 日間にわたり観察を行っ

た災害対応過程のエスノグラフィー調査。 

②建物被害認定調査ならびに応急危険度判定調査に関わ

った小千谷市税務課職員，都市開発課職員，建設課職員

ならびに業務を支援した神戸市職員(建物被害認定調査と

り災証明書発行業務に関する専門的アドバイス)，福岡県

篠栗町職員(建物被害認定調査員としての応援活動)，広

島市南区職員(建物被害認定調査員としての応援活動)に

対するヒアリング調査。調査期間は平成 17 年 2 月～平成

17 年 5 月，調査方法はグループディスカッションならび

にインタビュー方式をとった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図1 小千谷市における業務分担 

 

 

３．小千谷市における建物被害認定調査の流れ 
 
(1)市災害対策本部の立ち上げ 
平成 16 年 10 月 23 日 17 時 56 分に起こった新潟県中越

地震で も被害の激しかった都市の一つである新潟県小

千谷市(人口 41,314 人：平成 16 年 9 月現在)では，18 時

30 分頃には幹部を中心に職員が次々と市役所に参集し始

め，18 時 40 分に災害対策本部が設置された。 

 一方，地震発生当日の夜半には，かなりの量の救援物

資が市役所に届き始め，市役所にいた殆どの職員は救援

物資の積み下ろし作業に従事することとなった。その後

庁舎内にいた職員は，3 日間にわたり 24 時間休みなく，

救援物資の受け入れに忙殺されたため，それぞれの担当

部署が本来行うべき災害対応業務が全くできない状況に

陥った。 

 建物の被害認定調査とり災証明書発行を担当する税務

課においても状況は変わらず，10 月 23 日夜半から 10 月

25 日いっぱいにかけて，夜眠る暇もなく救援物資の積み

下ろし作業に従事した。建物被害認定調査とり災証明書

発行業務を担当することは周知されていたが，このよう

な状況であったため，地震から 3 日目の 26 日になりよう

やく，建物の被害認定調査への対応が開始されることと

なった。 

 
（2）建物被害認定調査の準備段階 
小千谷市の地震等災害時における処理マニュアルでは，

建物の被害認定調査とり災証明書の発行業務は税務課が

担当することとなっていたが，前述したとおりその業務

の準備に取りかかったのは 10 月 26 日のことであった。

税務課では，建物の被害認定調査ならびにり災証明書発

行業務が自らの所掌業務であることは，震災以前から認

知していたが，具体的な業務内容や建物被害認定に係わ

る調査方法などについては全く予備知識がなかった。 

 一方，神戸市が自主的に派遣した広域応援隊の先遣隊

が小千谷市役所に到着したのは 10 月 26 日午前 7 時頃の

ことであった。到着後すぐに神戸市職員が小千谷市災害

対策本部において応援に関する要望調査を行った結果， 

①家屋被害調査のノウハウ 

②り災証明書発行業務 

③被災者生活再建支援法の手続き 

建物被害認定調査
10／28～11／15

仮設住宅建設
10／28～12／末

仮設住宅入居
11／17～12／末

仮設住宅管理

１２／末～

り災証明書発行
11／21～

住宅応急修理
11／17～

被災者生活再建
支援

11／17～

応急危険度判定調査
10／26～11／10

税務課

都市開発課

建設課

④避難所対応として保健士の派遣 

の 4 項目に対する支援要請が明らかとなった。先遣隊は

その結果をすぐに神戸市に連絡し，阪神・淡路大震災の

経験からこれらの業務内容のノウハウを持つ職員が次々

と小千谷市に派遣されることとなった。 

上記のうち①，②のノウハウを持つ神戸市応援職員が

税務課に到着したのは 10 月 27 日 19 時頃のことであった。

すぐに建物被害認定調査に関するアドバイスを行い，調

査に用いる内閣府指針を税務課に渡したが，税務課職員

はこのとき初めて内閣府指針を目にすることとなった。

神戸市のアドバイスに従い，建物の被害認定調査方法は

内閣府指針を用いて調査を行うことを決め，翌 28 日朝に

は税務課職員を集め，神戸市職員からレクチャーをして

もらう段取りをとった。 

一方，10 月 25 日から小千谷市役所を訪れていた筆者

らグループは，阪神・淡路大震災時における建物被害認

定調査とり災証明書発行業務に関する問題点の把握と解

決方法に関する研究を続けてきた経緯から1)2)3)，10 月 27

日夕方に税務課をたずね，建物被害認定調査とり災証明

書発行業務に関する支援を申し出た。具体的な支援内容

は，内閣府の指針に沿った方法で簡単に記入できる調査

票の提供ならびに，DATS(Damage Assesment Traning 

System)3)4)を用いた調査員に対する事前トレーニングの

実施であった。 

 このような経緯により，10 月 28 日の朝から午後にか
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けて，建物被害認定調査を実施する税務課職員に対して，

神戸市応援職員と研究者グループによる調査に関する説

明会と事前トレーニングが行われ，28 日午後から建物被

害認定調査が開始された。 

 
(３)建物被害認定調査の実施 
 小千谷市における建物被害認定調査の詳細な内容と方

法については参考文献 5）に述べられており，本論文で

はその概要を表 1 に示す。小千谷市における建物被害認

定調査の概要を表 1 に示す。11 月 7 日に新潟県から被災

者生活再建支援策が市町村に提示されたがその中で，11

月中旬には各市町村ともに被災者に対するり災証明書の

発行を開始するよう記載されており，小千谷市では 11 月

21 日からり災証明書を発行することを決め，11 月 15 日

に調査を終了させることとなった。 

 

表 1 小千谷市建物被害認定調査(一次調査)概要 

調査対象地域 小千谷市全域 

調査対象建物 ・建物課税台帳に記載されている全住家 
・要請に基づき土蔵や作業小屋等非住家 

調査期間 平成 16 年 10 月 28 日～同 11 月 15 日 

調査棟数 1 3 , 9 8 1 棟  

調査体制 ・小千谷市税務課職員ならびに他都市応援職員 
・2～3名で班を編成 
・各班に必ず小千谷市職員が入る 

認定方法 内閣府指針に基き作成した調査票を用いた外観目視 
 

 

調査は 2 人～3 人が一組となり，午前，午後に分けて

班編成をして調査に当たった。地震発生当時の税務課職

員数は課長以下 30 名であったが，当初は 26 名が建物被

害認定調査に従事している。調査開始初日の 10 月 28 日

から 5 日間は，税務課職員だけで対応したが，19 日間で

1 万数千棟の調査を終了させるためには 1 日平均 700 棟

以上の建物を調査する必要があり，税務課職員だけで対

応するには限界があった。11 月 2 日からは他都市からの

応援職員が調査に加わることとなったが，組織的な動員

が不可欠であり，11 月 1 日から新潟県に対し応援職員派

遣要請を行った。図 2 に税務課職員と他都市応援職員の

日別推移を示す。本図の人数の算定方法については，応

援職員の入れ替わりが激しく，午前と午後で人も人数も

異なっていたため，半日ごとに人数をカウントし，その

合計を一日の人数とした。 

応援職員の派遣が軌道に乗り始めたのはそれから 2 日

後であったが，他都市応援職員が増加するにつれ，調査

を行う税務課職員数は減少し，11 月 8 日には他都市応援

職員数が税務課職員数を上回るようになり調査終了 2 日

前の 11 月 13 日にピークに達した。税務課職員と他都市

応援職員を合わせた調査員の総数が 大になったのは 11

月 8日で，調査開始から既に 11 日が過ぎていた。  
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図 2 市職員と他都市応援職員数の日別推移 

(小千谷市税務課資料をもとに作成) 

 

建物被害認定調査結果に基づくり災証明書の発行，り

災証明書に対し納得のいかない被災者に対する相談業務

や，さらに納得できないケースに対しては建物内部の被

害調査(2 次調査)を実施するなど，その後税務課職員は

一連の災害対応に昼夜を問わず忙殺され，その間は通常

業務は全く停止した状態であった。地震発生から 12 月

30 日まで，税務課職員が休みを取れたのは，週末の土

曜・日曜のうち，半日休暇を 2回とったのみであった。 

 
 
４. 建物被害認定調査において発生した問題点 

  
 阪神・淡路大震災以降，地震時における建物被害認定

調査に関する問題点はいくつか指摘されている1）２）３）が，

これまで明らかになった代表的な問題点は次のようなも

のである。 

①自治体職員は調査に膨大な労力を費やさざるを得ず，

本来対応すべき課題に対応することができなかった。 

②判定基準や判定方法が明確でなく，自治体職員のよう

な非専門家が調査を行ったため，判定結果に不満を持つ

住民が多数生じた。 

③その結果，再調査依頼が殺到し調査を確定するまでに

困難を極めた。 

④判定精度に関して，半壊と一部損壊の境界が問題とな

った。これは各種の被災者支援策が半壊以上の被害を対

象としていることによる。 

⑤応急危険度判定調査との目的の違いおよび相互間の関

係が正確に理解されていなかったため，住民のみならず

調査員にも混乱を招いた。 

 これらのうち①の問題については３.（3）で述べたと

おり，新潟県中越地震の小千谷市でも同様の問題が発生

している。これまで発生してきた問題点が小千谷市でも

同様におこっていたのか，また，新たに生じた課題は何

であったのかについて，主として制度的側面から検討を

加えるものとする。 

 
(１) 被災者の不満と再調査の増大 
a）内閣府指針の位置づけ 

 阪神･淡路大震災時等において発生していた，建物被

害認定調査結果に対する被災者の不満が，新潟県中越地

震でも多数発生した。その不満の中に，自治体間により

調査結果に格差があることが含まれている。格差が生じ
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た原因のひとつとして，被災者生活再建支援法をはじめ

とする様々な公的支援制度の根拠として，建物の被害認

定基準を示す内閣府指針を用いることが制度上位置づけ

られていないことがあげられる。また，被災者に対する

ほとんどの公的支援の根拠として用いられるり災証明書

の被災区分の基準を内閣府指針に準拠することも制度上

定められていない。そのために表 2 で示すように，調査

員が建築の専門家である場合もあれば非専門家である場

合もある，あるいは一次調査が外観目視のみの場合もあ

れば内部立ち入り調査を実施する場合もあるなど，自治

体間で建物被害認定調査の方法に違いが生じる結果とな

った。 

内閣府指針の取扱について内閣府では，これはあくまで

も指針であり，運用は自治体に任されているとの見解を

述べている。 

被災者生活再建支援法に基づく生活再建支援金や，災

害救助法に基づく住宅応急修理制度は国費が投入される。

その根拠として用いられる建物被害認定結果に，調査方

法の違い等に起因する自治体間格差があることは，公平

性から見て明らかに問題があると言わざるを得ない。 

b）自治体間での調査方法等の相違 

a）で述べたとおり，建物被害認定調査を実施した自治

体では，内閣府の指針に従いながらも，調査方法や認定

基準等，各々の自治体の運用で対応した面が多く，その

結果，被害認定調査結果に自治体間格差が生じた。格差

が生じた要因として， 

①調査体制の違い 

②調査方法の違い 

③調査棟数の違い 

④認定に用いた調査票の違い 

等があげられる。小千谷市，長岡市，十日町市，川口町

の４市町で行われた建物被害認定調査について，これら

の点の比較結果を表 2に示す。 

  

表 2 4 市町における建物被害認定調査方法の比較 

小千谷市 長岡市 十日町市 川口町

調査対象 悉皆調査 悉皆調査 申請者 悉皆調査

対象建物数 １５，９７５棟 ７９，４３９棟 約２，５００棟 約３，０００棟

調査期間 10月28日～11月15日10月24日～11月23日11月1日～12月末11月1日～11月20日

担当課 税務課 資産税課 資産税課 生活福祉課

調査体制
税務課職員ならび
に全国からの応援
職員

資産税課職員及び
全国からの応援職
員

他県からの建築
技術者

地元建築士組合に
業務委託

調査員専門性 非専門家 非専門家 専門家 専門家

認定方法 外観目視調査 内部立入り調査 内部立入り調査 内部立入り調査

認定基準
内閣府指針に準じ
た調査票

2003年宮城県北部
連続地震時の矢本
町の事例を参考に
内閣府指針を基に
した簡便な調査票

内閣府指針

尼崎市が作成した
調査票を基に大規
模半壊を加えた調
査票

 
 

調査体制・調査方法については，十日町市ならびに川

口町では建築士等の専門家を動員し，さらに一次調査の

時点で建物の外観のみならず内部立入り調査を行ってい

る。これは，小千谷市や長岡市に比べ，調査棟数が少な

かったために専門家の動員や，調査に時間のかかる内部

立入り調査が可能になったと考えられる。専門家が調査

を担当し，内部立入り調査を行うことで，認定される被

害程度に差が生じるか否かは断定できないが，建物の専

門家が家の中まで丁寧に見てくれたということは，住民

が判定結果を納得するためには重要な要素であったと推

察される。 

また，認定に用いた調査票の違いについては，小千谷

市や十日町市が用いた内閣府指針と，長岡市や川口町が

用いた過去の地震時に他の自治体で用いられた調査票に

基づく方法では，同じ損害程度であっても異なった点数

になることが明らかとなった。 

内閣府指針では，建物の屋根，柱(または耐力壁)，壁

(外壁)，基礎の四つの部位の損害率を加算し被害程度を

算定する。 

 

表 3 内閣府指針による部位構成比と損傷程度 

 

部 位 損 傷 程 度 構 成 比

屋 根 10%

柱 (又 は 耐 力 壁 ) 30%

壁 (外 壁 ) 50%

基 礎 10%

0～ 100％

 
 

この時各部位の損傷率は，損傷面積率(損傷部面積／全

面積)と損害程度を乗じて算出される。さらに各部位の損

害率は 

損害率＝(損傷部面積／全面積)×損傷程度×構成比 

で算出される。 

一方，長岡市ならびに川口町が用いた方法も，建物の

部位ごとの損害率を加算する点では同様であるが，損傷

面積率を乗じない点が内閣府指針とは異なる。 

 たとえば内閣府指針を用い，屋根の半分程度の面積に

も激しい損害程度の被害が生じた場合の損害率を計算

してみると， 

損害率＝損傷面積率(50％)×損害程度(100％)×構成比

(10％)＝5となる。 

 一方同じ条件で川口町の方法を用いた場合には損害率

は 10～15 となり，内閣府指針に比べ高い点数となること

が分かる。被害認定に用いた調査票の違いが自治体間の

判定に差を生じさせる要因のひとつであったとが考えら

れる。 

c）再調査数の増加 

小千谷市では，建物被害認定調査結果に不満を持つ住

民から，再調査の依頼が殺到した。住民からの再調査依

頼が増加した原因のひとつに，地元の大工や工務店の存

在があげられる。小千谷市のみならず周辺市町村にも施

主を持つ大工や地元工務店の職員は，周辺市町村で出さ

れた被害認定結果と小千谷市での結果を比較し，「小千

谷の判定結果は他よりもかなり厳しい，小千谷で一部損

壊の判定でも長岡市や川口町では半壊の判定がもらえ

る」，「もう一度調査をしてもらった方が良いのではな

いか」等の話を小千谷市の施主に話している。住民にと

っては住宅建築の専門家からこのようなアドバイスを受

ければ，再調査を希望する気持ちが高まるのは当然のこ

とと思われる。 

小千谷市の判定結果は他と比べて厳しいという風評が

広がり，新聞等マスコミで小千谷市の被害認定基準が厳

しすぎるという報道がなされたり，住民の不満や苦情が

税務課に多数寄せられたり，市議会で問題にされるなど，

税務課ではこの問題に対応するために相当の労力を費や

さざるを得なかった。 

 とりわけ新潟県中越地震では，被災者に対する公的支

援の範囲ならびに支援限度額が拡大したために，被害程

度の差によって受けられる支援の格差が広がった。たと
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えば被災者生活再建支援法が 2004 年 4 月 1 日から制度拡

充され，支援金支給限度額が 100 万円から 300 万円に引

き上げられた。また新潟県が新たに上乗せした支援策で，

これまで対象とされなかった半壊世帯が支援対象となる

など，支援対象者の枠も拡大し，被災者生活再建支援で

大 400 万円の支援額が受けられることになった。この

ことがより一層，自治体間格差に対する住民の不満を増

長する要因となった。 

 

表 4 新潟県中越地震の住宅再建支援策 

 

(2人以上世帯で世帯収入500万円以下の場合)

被災区分

国 最大３００万円

県 最大１００万円

国 最大1００万円

県 最大1００万円

国 最大６０万円

県 最大１００万円

生活再建支援 県 最大５０万円

国 最大６０万円

県 最大５０万円

一部損壊 なし

最大４００万円

最大１６０万円

支援区分 支援額

最大３６０万円

生活再建支援

生活再建支援

応急修理制度

応急修理制度

全　壊

大規模
半壊

半　壊

 
 

 

小千谷市に対して不満を申し立てる住民に対し，自治

体により調査方法に違いがあることを説明したところで

その不満は解消せず，「被害認定調査結果に自治体間格

差が生じているという風評への対応は本当にきつかっ

た」と税務課長は述べている。小千谷市では平成 17 年 5

月中旬現在でも，判定結果に納得しない住民の再調査依

頼が一日 20～30 件程度の割合で税務課に寄せられ対応を

している状況が継続している。 

 

(２)調査員の不安 

新潟県中越地震では，被災者生活再建支援法でそれま

で支援の対象とはならなかった半壊世帯についても支援

の対象が拡大された。そのため「半壊と全壊」，「一部

損壊と半壊」の被災区分は，被災者が受けられる支援内

容を左右する重要な境界としてとらえられた。 

この問題は被災者のみならず，調査を行う職員に対し

てもプレッシャーをかけることとなった。たとえば被害

認定調査の点数 19 点以下が一部損壊で 20 点以上が半壊

となるが，他都市からの応援職員から「点数をつけてい

て 15 点くらいから不安になり，屋根にブルーシートがか

かっていれば半壊にしてあげても良いのではないかと迷

いが生じる。」，「全壊・半壊という言葉が公正に見よ

うとする目を邪魔している。被災区分による支援策の違

いが大きいために，点数がぶれる。」などの意見が聞か

れた。 

また「自分たち他都市からの応援職員はよそ者で，知

っている住民がいないから平等に見られた。もし知って

いる人がいたら，甘く点数をつける可能性が無きにしも

あらずだと思う。」という意見もあり，調査の公正さを

確保することの難しさが伺える。 

これらの問題点を解決するひとつの方法として，「被

害点数を出す基準がしっかりしており，調査員はそのと

おりにやれば良いというのであれば，技術的な問題さえ

クリアすれば良いので楽だと思う。」，「調査票に被災

区分の判定結果を記入させるから迷いが生じる。調査員

は点数をつけるところまでを担当し，全壊･半壊･一部損

壊の被災区分の境界線をどこに引くかは，別のところで

諸般の状況を勘案しながら決めれば良いのではない

か。」などの意見が聞かれた。 

 
(３)判定確定後の被害拡大に対する対応 
 新潟県中越地震ではその後の余震が激しく，建物被害

認定調査が終了した後に,余震により建物の被害が拡大す

るケースが生じた。税務課では被害拡大に伴う住民から

の再調査依頼に対応し，その際には建物内部立入り調査

を実施し，再度判定を行ったうえでり災証明書の再発行

を行った。余震に伴う再調査は平成 16 年 12 月一杯続き，

その数は約三百棟にのぼっている。余震による被害拡大

に対する小千谷市の対応は，余震による建物被害拡大と

その認定に対する住民の不安軽減に役立った。 

また小千谷市をはじめとする本地震の被災地は日本で

も有数の豪雪地帯であり，雪が降り始める前に調査を終

了させなければならないという時間的な切迫性があった。

さらに積雪期を迎える前から，雪による建物被害の拡大

をどのように取り扱うかが問題となっていた。り災証明

書に記載される災害の原因が，積雪によるものか，新潟

県中越地震によるものかで，新潟県中越地震による被災

者支援策が受けられるか否かが決まる。積雪地域におい

て，地震発生後に降雪があり建物が被害を受けた場合，

それを地震による被害と見るか積雪による被害と見るか

については，内閣府指針にも明確な基準は示されておら

ず， 終的に自治体の判断に委ねられた。 

積雪期を迎え建物被害が拡大した例として，次のよう

事例が発生した。地震により住宅の裏側斜面が崩壊し，

その上に積もった積雪がなだれを起こしてその結果住宅

が倒壊した事例である。震災前には積雪があっても，こ

れまで一度もなだれを起こしたことのない斜面であり，

地震によって斜面崩壊していたことがなだれ発生の原因

であると考えられた。その因果関係を科学的に検証した

わけではないが，このケースの場合には地震に伴う住宅

被害ということでり災証明書が発行された。これ以外に

も，積雪により明らかに被害が拡大したと住民からの申

請があった場合には，再調査に赴き，再度被害認定調査

を行った上でり災証明書の被害程度を確定しており，そ

の数は数十件に上っている。 

 

 

５．応急危険度判定調査との競合 
 
(１)応急危険度判定調査の概要 
余震の激しかった新潟県中越地震では，建物の応急危

険度判定に対する住民の調査要望は高かった。小千谷市

では建設課が調査を担当したが，地震発生の翌 24 日に新

潟県から応急危険度判定調査の必要性を指摘され，準備

にとりかかった。調査実施に当たり 初に行ったことは

調査区域の設定であった。調査の性質から早急に危険度

の判定をすることが求められるが，動員できる調査員の

数を勘案すると市内全域を対象とすることは不可能であ

った。このため，新潟県職員とともに被災地を巡回し予

備調査を行った結果，DID 地区を中心に調査を行うこと

を決め，10 月 26 日から 11 月 10 日にかけて全世帯の約

半数に当たる 6,329 棟で調査が行われた。図３にその判
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定結果を示す。 

調査員の確保は新潟県建築住宅課を通じて県内外の応

急危険度判定士を依頼したが，中心となったのは新 

16.3 32.8 50.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%危険 要注意 調査済

 
 

図３ 小千谷市建物応急危険度判定結果 

 

潟県建築士会だった。判定士は二人一組で班を編成し，

調査期間中の延べ対応人数は 731 人，延べ班数は 341 班

にのぼる。建設課では調査に必要な地図の用意，判定士

の地区別割り振り，調査済みデータの入力と新潟県への

毎日の報告を担当したが，調査開始から調査に対する問

い合わせの電話が建設課に殺到することとなり，その対

応にかなりの時間を費やすこととなった。 

 
(２)建物被害認定調査員との競合  
 応急危険度判定調査は，全国の建築士会や自治体の建

築職職員を中心とした応急危険度判定士によって行われ

たが，税務課が実施した建物被害認定調査はほとんどが

建築の専門知識を持たない職員で実施された。 

このうち木造建物に関しては非専門家調査員を事前に

トレーニングした上で調査に当たったため，なんとか対

応することが可能であったが，非木造建物の調査に関し

ては木造建物と比較しさらに専門的な知識が要求される

ため，非専門家による調査はきわめて困難であった。そ

のため，非木造建物の被害認定調査に関し，新潟県を通

じて応急危険度判定士の協力要請を繰り返し行った。し

かし応急危険度判定調査も 11 月 10 日まで行われており

応援要請の時期が応急危険度判定調査のピークと重なっ

たこと，判定士にもかなりの疲労がたまっていたこと，

そろそろボランティアでの応急危険度判定を打ち切り，

本業に戻らなければならない時期であることなどの理由

から，協力を得ることができなかった。 

図４に 10 月 24 日から 11 月 30 日までの間に，新潟県

内の被災地で応急危険度判定調査ならびに建物被害認定

調査を行った全国自治体からの応援職員数の日別推移を

示す。この間応急危険度判定調査は延べ 3,533 人，建物

被害認定調査は延べ 2,480 人が応援に来ているが，応急

危険度判定調査は 3 日目から 100 人を超す応援職員が駆

けつけており，10 月 31 日をピークに 11 月 6 日以降はそ

の数が急激に縮小されている。一方建物被害認定調査は，

応援職員が来る時期が応急危険度判定調査よりも遅く，

また職員数のピークはなく 11 月 30 日までほぼ一定の人

数が応援に来ていたことが分かる。 

非木造建物の被害認定調査については， 終的に新潟県

の税務担当職員の応援を得ることとなった。県税務担当

職員が非木造建物調査を担当した理由は，平常時におけ

る課税のための建物評価に対する県と市の役割分担によ

る。固定資産税あるいは不動産取得税を課税するための

建物評価のうち，一定規模以上の非木造建物の評価は県

が担当し，木造建物の評価は市が担当 する分担となっ

ているため，県の職員のほうが市の職員に比べ非木造建

物を評価する実務経験をつんでいる。しかしながら，県

税職員も建物の損傷度を判定する業務の経験はなく，非

木造建物の被害認定調査に関しては，非木造建築の専門

的な知識を有している技術者が動員できなかったことが

大きな課題としてあげられる。 

 

0

100

200

300

400

500

600

10
月

 2
4日

 ２
６日

 ２
８日

 ３
０日

11
月

 １
日

 ３
日

 ５
日

 ７
日

 ９
日

 １
１日

 １
３日

 １
５日

 １
７日

 １
９日

 ２
１日

 ２
３日

 ２
５日

 ２
７日

 ２
９日

日付

人
数

(人
)

建物被害認定調査 応急危険度判定調査  
 

図４ 他都市応援職員数の推移 

(消防庁調査をもとに作成) 

 
(３)被災者の混乱とそれに対する対応  

a)調査目的の混同 
 阪神・淡路大震災以降，地震発生時の応急危険度判定

調査と建物被害認定調査が混同され，住民に混乱を招く

事態が繰り返し発生している。小千谷市においても，二

つの調査に対する住民の混乱を防ぐために，応急危険度

判定調査を実施した後に，建物被害認定調査が入るよう

に建設課と税務課の間で日程調整を取りながら調査を行

った。しかしほとんどの住民は，建物被害認定調査と応

急危険度判定調査の目的の違いを正確に理解していなか

ったため，二つの調査結果をめぐる混乱が多数発生した。

このうち特に被災者の不満を募らせたのは，応急危険度

判定で危険と判定されているのに，なぜ建物被害認定調

査結果（り災証明書）は一部損壊や半壊認定にしかなら

ないのかというものであった。図５に応急危険度判定結

果と被害認定結果の関係を示す。この図は，小千谷市役

所を中心とした小千谷市市街地部分で応急危険度判定調

査が行われた建物 963 棟に対して出された被害認定調査

結果を調べたものである。応急危険度判定調査で調査済

（緑紙）建物の 9 割以上が建物被害認定調査では無被害

又は一部損壊危険と判定され，危険（黄紙）建物の 9 割

以上が一部損壊又は半壊と認定されており，双方の認定

結果に大きな乖離は見られない。一方，危険（赤紙）建

物のうち，建物被害認定調査結果が一部損壊の建物が

38.2％あるが，一部損壊では半壊以上の建物と比べ被災

者生活再建支援法や住宅応急修理制度の対象とはならず，

両制度に対する住民の理解不足もあろうが，住民の納得

が得にくい結果といえる。 

応急危険度判定調査開始の 1 週間後から，建設課には

判定への問い合わせ電話が殺到し始め，11 月末まで電話

対応に忙殺されることとなった。問い合わせの内容は，

応急危険度判定調査結果そのものに対する疑問や不満に

加え，応急危険度判定結果がそのまま建物被害認定結果

に使われるのではないかとの誤解から，他の家と比較し
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自分の家の危険度判定結果が軽すぎて不利になるのでは

ないかというものが多かった。 

 応急危険度判定調査が開始された当初は建設課，11 月

7 日に被災者生活再建支援プログラムが発表され問合せ

先が都市開発課と明記された後は都市開発課，罹災証明

書が発行され始めた 11 月 21 日からは税務課と，三つの

課で，電話問い合わせや相談窓口を訪れる住民に対し，

応急危険度判定と建物被害認定の制度の違いの説明を

延々としなければならない事態となった。 

 

 

小地谷市税務課・建設課データ
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28.3%

38.2% 16.8%
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調査済
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図５ 応急危険度判定結果と被害認定結果の関係 

(小千谷市税務課・都市開発課資料をもとに作成) 

 

b）調査範囲の差による不満 

 ３で述べたとおり，税務課による建物被害認定調査は

市内全域を対象に実施されたが，応急危険度判定調査は

調査の緊急性が高いため調査範囲を限定せざるを得ず，

市街地周辺部は調査対象とならなかった。しかし住民は，

調査の性質が異なることに起因する調査範囲の違いを理

解することができず，なぜ自分たちの地区には応急危険

度判定調査に来ないのか，自分の家も調査してほしいな

どの疑問や要望が建設課に殺到した。住民の要望に極力

応じながら，調査にいけなかった地域の町内会長に事情

を説明して回るなどの対応をとり，当初は調査開始から

10 日間程度で終了するつもりだった調査期間を，11 月

10 日まで延長することになった。 

 

５．まとめと今後の課題 

 

(１)課題 

a）過去の地震時にも発生していた課題 
新潟県中越地震時の建物被害認定調査の業務過程を調

査した結果，これまで既に指摘されてきた課題で，新潟

県中越地震においても発生した問題点には次のようなも

のがある。 

①建物被害認定調査に携わる自治体職員の負担はきわめ

て過重であり，本来業務が長期間滞ってしまうとともに，

多くの職員が肉体的･精神的に限界に近い状況に追い込ま

れた。 

②調査方法や判定基準が統一されておらず，そのことに

対する住民の不公平感が募るとともに，判定結果に不満

を持つ住民が多数生じた。 

③その結果，再調査依頼が殺到し調査を確定するまでに

困難を極めた。 

④応急危険度判定調査との目的の違いおよび相互間の関

係が正確に理解されていなかったため，住民のみならず

調査員にも混乱を招いた。 

b）新たに発生した課題 

被災者支援の支援内容ならびに支援対象が拡大された

ことに起因して，以下に示す新たな課題が発生した。 

①平成 16 年 4 月 1 日の被災者生活再建支援法の改正に伴

い，支援金支給限度額が 100 万円から 300 万円に拡充さ

れ，また全壊世帯のみが支援対象であったのを大規模半

壊世帯も支援対象に加えることとなった。さらに新潟県

が独自の上乗せとして半壊世帯も支援対象にしたことに

より，これまで以上に建物被害認定調査結果が被災者の

生活再建に資する支援額を大きく左右するようになり，

公平な調査の実施体制を構築する必要性が高まった。 

②今後災害が発生した際にも，同様のあるいはそれ以上

の公的支援策がとられることが予想され，被災者の建物

被害認定調査結果に対する関心はさらに高まるものと思

われる。被災者の納得が得られるような公平な調査の実

施がより強く求められるようになった。 

③支援内容が大幅に拡充されたことにより，建物被害認

定調査員が，自分自身の調査技能に抱く不安も強くなっ

ている。調査員が自信を持って認定作業が行えるように，

専門的な目を養っておくことが必要となる。 

④義捐金の支給対象が一部損壊世帯以上となったため，

調査対象とすべき建物が増加した。たとえば長岡市では

当初，被害甚大な地域のみの調査を行っていたが，義捐

金の配分計画が決まり一部損壊世帯も支給の対象となっ

たため，その時点で全市悉皆調査に切り替えて調査を行

っている。首都圏等の大都市部において同様の事態が発

生した場合，調査対象建物数は膨大な量に及ぶ。その調

査を限られた期間で実施するためには，大量の人材動員

が不可欠となる。 

 

(２）課題解決に必要となる方策 

a）被災者生活再建支援法等公的支援制度に内閣府指針を

法的に位置づける 

内閣府指針は被災者への公的支援を目的として，自治

体が住宅を対象としたり災証明書を発行するための被害

調査の基準として活用されているが，これまでに述べた

とおり本指針を用いることが制度的に位置づけられてい

るわけではない。このためり災証明書に記載されるり災

程度は，被災者の自己申告に基づく場合もあれば，自治

体が調査を行い認定する場合もある。さらにその調査の

方法等は４.（1）．b）で述べたとおり自治体間による違

いが発生している。その結果，判定結果に差異が生じる

ことがあり，被災者に不公平感を生んだり風評が広がる

などの混乱が生じている。この問題を解決するためには，

新潟県中越地震をはじめ阪神・淡路大震災以後に発生し

た地震時における建物被害認定調査における課題を整理

し，課題解決のために内閣府指針の基準を改善した上で，

被災者生活再建支援法や住宅応急修理制度，各種税の減

免等で用いられる建物被災区分に，内閣府指針の基準を

用いることを法的に位置づけることが必要である。 

 

b）調査の効率化と調査結果の標準化に向けた調査員の数

と質の確保 

 被災者への公的支援の支援内容ならびに支援対象が拡

大したことに伴い，これまで以上に調査の効率化と調査

結果の標準化を図ることが強く求められるようになった。 
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①専門的知識を持つ調査員の動員体制の整備 

建築の専門知識を持つ人材として，自治体の建築職職

員や民間の建築士などがあげられるが，このうち自治体

の建築職職員の数は非常に少ない。このため建物被害認

定調査に関する応援要請を行っても，十分な数を確保す

ることは極めて困難といえる。 

一方，民間の建築士等の専門的知識を持つ人材のうち，

応急危険度判定士の資格を有する人たちは，建物の被害

調査のトレーニングを積んでおり，建物被害認定調査に

おいても精度の高い成果が得られることが期待される。

特に，新潟県中越地震においても人材確保に苦労した非

木造建物の調査に関しては，一級建築士の資格を有して

いなければ調査をすることは極めて困難である。応急危

険度判定士の建物被害認定調査に対する協力が得られれ

ばこれらの課題は解決する。二つの調査の目的の違いを

考慮すると，初期の段階では応急危険度調査を行い，応

急危険度判定に対する必要性が減少した段階で，その後

建物被害認定調査を実施する方法が考えられる。ただし，

応急危険度判定調査はボランティアとして実施されてい

るが，建物被害認定調査への協力を有償無償とするかの

課題が残されている。 

 

②専門的知識を持たない自治体職員の動員体制の整備 

今回小千谷市において建物被害調査のために駆けつけ

た全国からの応援職員の大半は，自治体の事務職職員で

あった。建築職職員と比べると事務職職員の数は圧倒的

に多いため，応援派遣する自治体としても人材が出しや

すいという利点がある。大量の応援職員を動員するため

には，建築の非専門職員を建物被害認定調査に動員せざ

るを得ないことが明らかとなった。 

全国自治体職員の災害時応援派遣体制として，たとえ

ば消防では緊急消防援助隊制度があり，道路や下水道な

ど土木職員については，国や協会･団体を通じて全国的な

技術職員の応援派遣体制が整備されている。 

一方，事務職職員の全国的な応援派遣体制は現在のと

ころ十分に整備されているとは言えず，小千谷市におい

ても応援要請から実際に応援を得るまでにかなりの時間

がかかっている。建物被害認定調査やり災証明書発行，

さらに災害対応現場で必要となる様々な災害対応業務を

支援する，事務職職員を効率的･効果的に応援派遣する体

制を確立することが求められる。 

ただし建物被害認定調査に関しては，自治体職員が日

常業務で経験しない特別な知識が求められるため，事前

に建物被害認定調査に関する知識と技術が習得できる研

修制度を設けたり，小千谷市において実施したように災

害発生時のトレーニングシステムを確立し，調査の質の

確保と効率性を促すことが必要である。 

 

（３）地元ステークホルダーの理解を得る 

建物被害認定調査や，その結果として受けられる被災

者への支援策などについて，まず住民にこれらの制度の

趣旨を正しく理解してもらうことが極めて重要である。

様々な被災者への支援策は，自立再建のために自助努力

をする被災者を後押しすることが本来の目的といえる。

またその根拠として用いられる建物被害認定調査結果は，

失った住宅の損失を図るものであり，調査方法や判定基

準を住民に周知するなど，誤解や憶測を生じさせないた

めの広報のし方を十分検討する必要がある。 

また新潟県中越地震では，被災者の住宅再建に深い関

わりを持つ大工や地元工務店などのステークホルダーに

対し，建物被害認定と生活再建策を正確に理解してもら

えなかったことが様々な問題を生み出した。とりわけ，

り災証明書の判定基準に自治体間格差が生じているとい

う風評が広がった一因として，建築に関わる地元ステー

クホルダーの理解が得られていなかったことがあげられ

る。 

さらに本災害から加わった被災者の住宅再建支援策の

一つである住宅の応急修理制度は，その支援内容や手続

き方法が極めて難解であり，工事を請け負う地元大工や

工務店などに事前に制度を十分理解してもらうことが，

被災者の混乱を軽減するために必要となる。 

建物被害認定調査と被災者の住宅再建をより円滑に進

めていくために，住民や大工，地元工務店などをステー

クホルダーとしてとらえ，制度事前のあるいは発災時に

おける知識普及が求められる。 
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